
「直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する資料」について 

 

八幡市契約検査課 

 

工事現場に配置する現場代理人及び監理技術者等が、受注業者と直接的かつ恒常的な雇用関係

があることを証明する資料（以下「雇用関係証明資料」という。）について、令和 7年 12月 2日

に健康保険被保険者証が廃止されたことに伴い、本市での取扱いを下記のとおりとしますので、

お知らせします。 

 

 

○雇用関係証明資料として認められるもの 

 原則、以下の（ア）～（ウ）とします。 

（ア）～（ウ）が提出できない場合は、（エ）又は（オ）の 3ヶ月以上の雇用関係が確認でき

る資料でも可とします。 

 

 
 

（ア）監理技術者資格者証の写し（表・裏） 

 

表面                    裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：(一社)建設業技術者センター ホームページ掲載資料 

   

※入札申込み時点で有効期限内のものに限る。 

  ※表面「所属建設業者」に変更がある場合は、裏面「資格者証備考」に現所属業者名が記載

されていること。 

  ※その他記載事項に変更がある場合も、裏面「資格者証備考」に変更内容が記載されている

こと。 

  ※内容に疑義があるときは、別途資料の提出を求めることがある。 

 

 

  



 

 （イ）住民税特別徴収税額通知書の写し  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※入札申込み時点で最新のものに限る。 

※特別徴収義務者用の通知書（毎年 5月頃に市区町村から事業者宛に通知されるもの）に限る。 

※提出時には、雇用関係の証明に不要な個人情報部分は黒塗りすること。 

※内容に疑義があるときは、別途資料の提出を求めることがある。 

 

  



 

 （ウ）健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し  

健康保険･厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書     健康保険･厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※日本年金機構または健康保険組合が発行した通知書（事業者宛に通知されるもの）に限る。 

※提出時には、雇用関係の証明に不要な個人情報部分は黒塗りすること。 

※内容に疑義があるときは、別途資料の提出を求めることがある。 

 

 

 

  



 

 （エ）所属会社の雇用証明書の写し  

参考様式 

 

  ※任意様式とするが、下記①～⑦の内容を全て記載していること。 

①証明日 

入札申込み日以前の日付であること。 

②技術者（被雇用者）の氏名、生年月日 
 

  ③事業者（雇用者）の所在地、名称、代表者役職･氏名、押印 
 

  ④契約期間 

入札申込み日より 3ヶ月以上前から雇用していること。 

  ⑤給与の支払い方法 

雇用者が直接支払っていること。 

  ⑥勤務時間及び日数 

就業規則に定める所定労働時間及び日数の 3/4以上であること。 



 

 

 （オ）その他  

   上記（ア）～（ウ）に準ずる資料の写し 


